
 

 

平成２９年１月２３日 

 

調査班の構成 

 

 

 

班長  中川 健朗  大臣官房サイバーセキュリティ・ 

政策評価審議官 

副班長   串田 俊巳  大臣官房総務課長  

調査班員  松坂 浩史  大臣官房参事官  

その他大臣官房サイバーセキュリティ・政策評価審議官が指名する者 

 

  



平成２９年１月２３日 

文部科学大臣決定 

 

再就職等問題担当室の設置について 

 

１．趣旨 

再就職等規制違反に関する事案について、事実関係の調査を行う

とともに、調査結果を踏まえた所要の措置等を行うため、大臣官房に

再就職等問題担当室を設置する。 

 

２．構成員 

室長  中川 健朗  大臣官房サイバーセキュリティ・ 

政策評価審議官 

室長代理  串田 俊巳  大臣官房総務課長  

室長代理  松坂 浩史  大臣官房参事官  

その他大臣官房サイバーセキュリティ・政策評価審議官が指名する者 

 

３．その他 

再就職等問題担当室は、上記１の調査等を行うために必要と認め

られる場合には、他の職員の協力を求めることができる。 


